
地域医療提供に係るタスクフォース設置要綱

（目的）

第１条 地域医療に関して足下で起きている事象（現在発生している事象）

について機動的に対応できるよう、各分野の専門家と情報共有や意見交換

（以下「意見交換等」）により必要な意見を聴取するため、地域医療提供

に係るタスクフォース（以下「タスクフォース」）を設置する。

（構成員）

第２条 保健医療部長は、次に掲げる分野から、構成員として的確と判断さ

れる者のうち、当人の意向を確認し、構成員を決定する。

⑴ 公衆衛生

⑵ 救急

⑶ 地域医療

⑷ 医療関係団体

⑸ その他保健医療部長が必要と認める者

（活動内容）

第３条 タスクフォースは、地域医療の状況に応じて、随時、意見交換等を

行い、次の各号に掲げる項目について、検討する。ただし、対面で会議を

行う場合にあっては、保健医療部長が指定する者が参加するものとする。

⑴ 医療のひっ迫状況をアセスメントする機能

⑵ 医療ひっ迫を回避、軽減させる方策を検討する機能

⑶ 行政と医療、介護現場とを調整する機能

⑷ その他対策を実施するため必要な事項に関すること。

（報償金及び旅費）

第４条 対面で会議を行う場合において、県の定める基準により支給する。

ただし、会議に参加する者が県から別に報酬等を支給されている場合は、

この限りではない。

（庶務）

第５条 会議の庶務は、保健医療部感染症総務課において処理する。

（委任）

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、保

健医療部長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和５年６月22日から施行する。
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地域医療提供に係るタスクフォース構成員

氏 名 役 職

１ 糸数 公 沖縄県保健医療部長

２ 国吉 秀樹 沖縄県中部保健所長

３ 佐々木 秀章 沖縄赤十字病院第一救急部長

４ 高山 義浩 沖縄県立中部病院感染症内科副部長

５ 田名 毅 沖縄県医師会副会長
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保 ワ 第 2 4 4 号

令和５年６月26日

知事公室長
各部局長
教育長
監査委員事務局長
人事委員会事務局長 殿
労働委員会事務局長
県議会事務局長
企業局長
病院事業局長

保 健 医 療 部 長

（ 公 印 省 略 ）

「令和５年春開始接種」に係る資料の送付について

みだしのことについて本県における６月12日から18日までの新型コロナウイル

ス感染症の感染者数は、定点当たり28.74人で、全数把握に換算すると１日当たり

の推計値は1,000人を上回るなど、感染が急速に拡大している状況となっています。

現在、令和５年春開始接種として、65歳以上の方、５歳以上で基礎疾患を有す

る方、医療機関や高齢者・障害者施設等に従事する方等は、令和５年春開始接種

として追加接種を受けることが可能となっております。

重症化予防等の観点から、特に高齢者や重症化リスクの高い方については、新

型コロナワクチンの接種を検討していただくため、貴部局等における関係団体等

に対し、別添資料を送付していただきますようご協力をお願いします。

【本件に関する照会先】

保健医療部ワクチン・検査推進課

担当：國場（IP：2759）

mail：kinjoumm@pref.okinawa.lg.jp
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保 感 第 9 9 号

令和５年６月30日

各部長 殿

保健医療部長 糸数 公

（公 印 省 略）

新型コロナウイルス感染症の検査及び診断書を目的とした受診を控えること

について（周知依頼）

沖縄県内では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続しており、医療提供

体制の維持に懸念が生じております。

医療ひっ迫を回避するため、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の検査は、

民間のＰＣＲ検査センター（有料）や市販の医療用抗原検査キットの活用をご検討

いただき、検査や診断書目的での受診は控えていただきますよう、別添により関係

団体等への周知をお願いします。

〈担当〉

沖縄県保健医療部感染症総務課総括調査班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2

TEL 098-866-2014 FAX 098-861-2888
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保 感 第 9 9 - 2 号
令和５年６月30日

県内事業者 様

沖縄県保健医療部長 糸数 公

（公 印 省 略）

新型コロナウイルス感染症の検査及び診断書を目的とした受診を控えること

について（依頼）

沖縄県内では、新型コロナウイルス感染症の感染状況について、2023年第25週に

おける患者報告数は定点当たり39.48人となり、急速に感染が拡大している中、検

査目的や感染の証明書を求めて多くの患者等が医療機関を訪れ、医療提供体制の維

持に懸念が生じております。

医療ひっ迫を回避するため、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の検査は、

民間の PCR検査センター（有料）や市販の医療用抗原検査キットの活用について、
従業員の皆様への呼びかけのご協力をお願いします。

また、感染に伴う欠勤に際して診断書を求めている事業所におかれましては、検

査キットの撮影画像などでご確認いただくなど柔軟な対応をご検討くださるようお

願いします。

事業者の皆様にはご負担をおかけしますが、県民のいのちと健康、さらには社会

生活を守るために、是非ともご理解とご協力をお願いします。

なお、学校では、児童生徒が新型コロナウイルス感染症に罹患している場合、学

校に対して検査結果を証明する書類の提出は不要ですので、この点についても従業

員等に周知くださるようお願いします。

〈参考〉学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（令和５年

４月28日付け５文科初第345号）

〈担当〉

沖縄県保健医療部感染症総務課総括調査班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2

TEL 098-866-2014 FAX 098-861-2888
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保 感 第 1 0 0 号

令和５年７月４日

各市町村総務担当課長
殿

各市町村新型コロナウイルス感染症対策担当課長

沖縄県保健医療部感染症総務課長

（ 公 印 省 略 ）

新型コロナウイルス感染症にかかる注意喚起について（依頼）

平素より新型コロナウイルス感染症対策に御協力いただき感謝申し上げます。

沖縄県では新型コロナウイルスの感染が急速に拡大しており、一部の病院では診療制限を行

うなど医療へ大きな負荷がかかっていることから、感染拡大を防ぐための注意喚起について呼

びかけを行っているところです。

つきましては、さらなる周知徹底のため、別添のとおり貴管下職員及び地域住民への周知

啓発にご協力いただきますようお願いいたします。

問合せ先

沖縄県保健医療部感染症総務課 仲西

℡ 098-866-2014
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６月29日沖縄県医師会記者会見コメント
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沖縄県医師会

・新型コロナが急速に拡大中。（第９波）

・ 小児においてＲＳウイルス等の感染症
による重症例も増加

・ 社会活動の活発化により交通事故等に
よる救急受診が増加

・ 医療職においても感染が増加し機能が
低下している

沖縄の医療の現状

沖縄県医師会

・ 発熱等の体調不良時は仕事を休み外出を控える

・ やむを得ず外出する時はマスクをし短時間で

・ 医療機関・高齢者施設へ行く時は必ずマスクを
してください

・ コロナ発病後最低でも１０日はマスクをして
ください

・職場内にコロナが発生した場合は職員全員の
マスク着用

県民へのお願い
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沖縄県医師会

・ 発熱がある場合にはすぐに救急外来を受診
するのではなく日中の内にかかりつけ医等
にご相談ください

・ 検査や診断書発行を目的とした救急病院
受診はやめてください

救急医療が困難に
陥っています
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